
 

 
 

１２ サッカー競技  

 

 

 

 

 

参加資格：市民大会参加規程による。 

 

競技要項 

［サッカー競技］ 

 １ 一般 トーナメント戦とし、競技時間は６０分間（３０－５―３０）とする。 

      時間内に勝敗が決まらなときは、PK方式による。 

   〇選手交代は登録した選手全員を認め自由交代方式による。 

   〇警告積算２回で次の１試合を出場停止とする。 

   〇退場は次の１試合出場停止とし、その後は規律委員会の裁量による。 

   〇その他、今年度日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 

 

［フットサル競技］ 

 １ 一般 リーグ戦とし、競技時間は３０分間(１５－３－１５)とする。 

 ２ 少年 リーグ戦とし、競技時間は２０分間(１０－３－１０)とする。 

   〇ランニングタイムで実施する。 

   〇順位の決定は、勝点法による。 

   〇その他、今年度日本協会制定の「フットサル競技規則」による。 

 

その他：参加者の負傷については、本部にて応急処置のみの対応となります。 

    それ以外は参加チームの責任にて対応すること。 

    スポーツ傷害保険(参加チーム負担)などに加入していることが望ましい。 

 

 

 

 

日 時：１０月 ６日（日） １０：００～ フットサル競技 

１０月１３日（日） １０：００～ ８人制サッカー競技 

会 場：しもきた克雪ドーム 


